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山
梨
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
一
号
）（
食
糧
花
き
水
産
課
）

1
	　

漁
業
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
当
該
法
令
の
条
項
又
は
用
語
を
引
用
す
る
規
定
の
整
理
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

2
	　

こ
の
条
例
は
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の

施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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例

　

山
梨
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
条
例
第
五
十
一
号

　
　
　

	

山
梨
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

山
梨
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
の
四
十
八
の
項
中
「
第
十
条
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
漁
業
権
の
免
許
」
を

「
漁
業
の
免
許
」
に
、
「
漁
業
権
免
許
申
請
手
数
料
」
を
「
漁
業
の
免
許
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同

表
四
十
九
の
項
中
「
第
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
七
十
二
条
第
六
項
」
に
、
「
漁
業
権
の
」
を
「
団
体

漁
業
権
（
区
画
漁
業
権
に
限
る
。
）
の
」
に
、
「
漁
業
権
共
有
認
可
申
請
手
数
料
」
を
「
団
体
漁
業
権

共
有
認
可
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
五
十
の
項
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
六
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
表
五
十
一
の
項
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
七
十
八
条
第
二
項
」
に
、

「
基
づ
く
区
画
漁
業
権
」
を
「
基
づ
く
個
別
漁
業
権
」
に
、
「
区
画
漁
業
権
を
目
的
と
す
る
抵
当
権
設

定
認
可
申
請
手
数
料
」
を
「
個
別
漁
業
権
を
目
的
と
す
る
抵
当
権
設
定
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表

五
十
二
の
項
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
七
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
区

画
漁
業
権
の
」
を
「
個
別
漁
業
権
の
」
に
、
「
区
画
漁
業
権
移
転
認
可
申
請
手
数
料
」
を
「
個
別
漁
業

権
移
転
認
可
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
五
十
三
の
項
中
「
第
三
十
六
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
」

を
「
第
八
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施

行
の
日
（
令
和
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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